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会名称 令和元年度伊予市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定審議会(第 1回) 

日 時 令和元年７月３１日（水）１３：３０～１４：００ 
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出席者 

出席者：稲田 貫委員、佐々木典彦委員、徳永眞太郎委員、池田育生委員、 

西本直樹委員、権田哲郎委員、上本昌幸委員、西田孝博委員、 

亀岡德江委員、井窪京子委員、笹本治久委員、岡本正満委員 

山先森繁副市長、向井裕臣市民福祉部長 

事務局（長寿介護課）：室、福積、野間、木下、中塚 

欠席者：柳澤 勘一郎委員 

傍聴者：なし 

会次第 

１． 開 会 

２． 議 事 

（１） 地域密着型サービス事業所の更新申請について 

（２）第７期介護保険事業計画の進捗について 

＜報告事項＞ 
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本年度人事異動並びに改選等により、新たに３名の委員さんに委嘱をしております

ことを報告いたします。上田誠一委員の後任 笹本治久広報区長会長に、窪田里美な

かやま幸梅園施設長の後任 権田哲郎施設長に委員委嘱をいたしました。また、武智

茂記市民福祉部長の後任 向井裕臣市民福祉部長に委嘱をしております。 

委嘱期間は、前任者の残任期間となるため令和２年３月３１日までです。本日、柳

澤委員より欠席の連絡があり出席者１４名となり半数以上の委員の出席があるため

成立していることを報告します。 

なお、審議会の傍聴について事前告知を行いましたが、応募がありませんでしたの

で併せて報告します。議事に入る前に、審議会条例第６条の規定により会長が議長と

なりますので、上本会長お願いいたします。 

 

それでは、議事（１）地域密着型サービス事業所の更新申請について、事務局説明

をお願いします。 

 

＜事務局説明＞ 

 

事務局から説明のありました、グループホーム秦皇の指定更新申請について御質問

をお願いします。この施設について、今まで特に問題はありましたか。 

 

特にございません。 

また、運営推進会議に市職員も出席しまして、活動内容、課題解決等について確認

しております。 
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 Ｐ11、12 の勤務表についてお伺いします。勤務時間に早、日、遅とあり、休日出

とあるのがよく分からないのですが、早出、遅出、日勤、これは勤務時間が何時間、

休憩時間は何時間に設定しているのでしょうか。 

 

 事務局お願いします。 

 

 休憩時間は１時間と聞いていますが、時間帯については確認出来ておりません。 

 

 ありがとうございます。恐らくこの表の右側の４週間合計から察するに、８時間労

働プラス１時間休憩で、早出、日勤、遅出ともに９時間になっていると思います。あ

と、休日出というのはどういうことでしょうか。 

 

 休日出については、５月勤務表に休日出がなかっため確認できておりません。 

 

ありがとうございます。労働基準法的に出勤予定者が急に休みになり誰かが出勤に

なるというのはしかたがないと思います。月に２１日出勤予定が月２２日出勤で時間

外労働となり、労働基準法上は２５％増しの賃金を支払うことになっていますが、予

定の段階から休日出というのはおかしいので、その辺りは労働基準法に照らし合わせ

て管理したほうがよろしいかと思います。 

それと、あともう一点質問ですが、夜勤が１７時から９時までとなっておりますが、

こちらも先ほどの質問と同様に勤務時間は何時間で休憩時間は何時間に設定されて

いるのでしょうか。 

 

事務局お願いします。 

 

現在、各時間設定の把握はできておりません。 

 

何故この話をするかというと、この勤務表はぎりぎりで作られています。だから、

下手すると労働基準法違反になります。例えば、５月１日をご覧ください。グループ

ホームの基準上、日中の時間帯においては職員３人以上勤務することが義務付けられ

ています。Ａさんは遅と書いていますから恐らく遅出です。その下のＢさんは日と書

いていますから日勤です。この２人が日中の勤務になります。そこで一人は夜勤の職

員が１７時に入って２４時まで働いて、翌日の９時まで勤務となっております。ただ

し、夜勤入りの１７時から２２時までは日勤としてカウントできて、翌日の朝６時か

ら９時までの夜勤明けは日勤としてカウントすることができます。５時間と３時間の

８時間を日勤一人当たりの数にカウントできるということです。先ほど休憩時間を聞

いたのは、１７時から２２時までと朝６時から９時まで日勤の時間に休憩時間を取っ

ていれば、この事業所は法令違反となります。夜の２２時から朝の６時までに休憩時

間を設定するしかないと思いますので、その確認はしたほうが良いと思います。 

 

ありがとうございます。休憩時間の設定等を確認して、法令違反のないように労働
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条件等を確認したいと思います 

どの施設も、こういった形で組まれていると思いますが、今お話のあったことにつ

きまして、是非確認を取っていただきたいと思います。その他ございませんか。 

それでは採決を取ります。更新申請について賛成の方は拍手をお願いします。 

 

＜拍手多数＞ 

 

 ありがとうございました。賛成多数と認め、更新申請について承認されました。 

 続いて報告事項です。第７期介護保険事業計画の進捗について事務局説明お願いし

ます。 

  

＜事務局説明＞ 

 

 何か御質問ございませんか。 

以上で、予定の議事、報告は終了いたしました。委員の皆様、御協力ありがとうご

ざいました。 

 


